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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の背面側に配設され、所定量の遊技球を収容し得る収容タンクと、
　該収容タンクに接続され、当該収容タンク内の遊技球を１列に整列させつつ流下させ得
るタンクレールと、
を具備したパチンコ遊技機において、
　前記収容タンク内の遊技球が前記タンクレールにて上下層を成して流下し得るよう構成
されるとともに、当該タンクレールは、互いに幅方向にオフセットして延設された上流側
の第１延設部及び下流側の第２延設部と、当該第１延設部及び第２延設部を連結させる連
結部とを有して成り、前記タンクレールのレール底面を前後に連なって流下する遊技球の
うち下流側の遊技球が前記連結部から前記第２延設部へ移動する際に上流側の遊技球との
間において遊技機の幅方向に対する速度差を生じさせて隙間を形成するとともに、前記タ
ンクレールの底面を流下する遊技球の上層に位置する遊技球が当該隙間に入り込むことで
上下層を成す遊技球を単層とし得る構成とされ、更に、前記第１延設部の幅が前記連結部
に向かって漸次小さくなるよう構成され、且つ、前記第１延設部は、前記第２延設部がオ
フセットする側に位置する一方の壁部と当該一方の壁部と対向した他方の壁部とを有し、
これら一方の壁部と他方の壁部との間で遊技球を流下させ得るとともに、前記一方の壁部
を他方の壁部に向かって漸次近接させた構成とされ、前記第２延設部の流路の幅寸法が前
記第１延設部と前記収容タンクとの境界部における流路の幅寸法より小さく設定されたこ
とを特徴とするパチンコ遊技機。
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【請求項２】
　前記タンクレールには、遊技球の流路の上部に配設されて上層の遊技球と干渉して単層
に均す手段を具備したことを特徴とする請求項１記載のパチンコ遊技機。
【請求項３】
　前記第１延設部、連結部及び第２延設部に亘って遊技球が連なって流下する状態におい
て、前記連結部にある一の遊技球の前後の遊技球のうち直後の遊技球が前記第１延設部の
延設方向に流下するともに直前の遊技球が前記第２延設部の延設方向に流下するよう構成
されたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のパチンコ遊技機。
【請求項４】
　前記第１延設部は、その基端が前記収容タンクに接続されるとともに、前記第２延設部
は、その先端が遊技球を払い出すための払出装置における遊技球の導入口に接続可能とさ
れたことを特徴とする請求項１～３の何れか１つに記載のパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の背面側に配設され、所定量の遊技球を収容し得る収容タンクと、該
収容タンクに接続され、当該収容タンク内の遊技球を１列に整列させつつ流下させ得るタ
ンクレールとを具備したパチンコ遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機は、通常、ホールに固定された島設備に複数並列に設置され、当該島設
備側から遊技球が供給されるよう構成されている。しかるに、パチンコ遊技機の背面側上
部には、所定量の遊技球を収容し得る収容タンクと、該収容タンクに接続されて当該収容
タンク内の遊技球を１列に整列させつつ流下させるタンクレールとが配設されており、島
設備側から供給された遊技球を収容タンクにて収容させるとともに、タンクレールにて流
下させ得るようになっている。
【０００３】
　また、パチンコ遊技機の背面側には、遊技球を払い出すための払出装置が配設されてお
り、当該払出装置における遊技球の導入口にタンクレールの先端が接続されている。かか
る払出装置は、例えばモータ等の駆動源にて駆動して遊技球を１個ずつ順次遊技者側に払
い出すための払出機構が形成されており、近時においては、当該払出機構における駆動源
の駆動速度をより高速にして払出速度を向上させたものが提案されるに至っている。
【０００４】
　ところで、収容タンクからタンクレールに至るとともに上下層を成して流下する遊技球
を単層（上下方向に１層）にして払出機構まで流下させる必要があることから、従来より
、タンクレールの途中において繰り返し屈曲させた蛇行状部を形成し、上下層に積み重な
った遊技球が当該蛇行状部を流下する過程で幅方向に繰り返し揺動させて単層にするもの
が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１４９５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来のパチンコ遊技機においては、タンクレールの途中に蛇行状部
を形成し、遊技球が当該蛇行状部を流下する過程で幅方向に繰り返し揺動させて上下層を
単層にするよう構成されているので、上下層を成す遊技球を所定部位（蛇行状部）にて崩
して単層とすることができるものの、蛇行状部を流下する際に流下速度が低下してしまい
、払出装置の払出速度に追従させることが困難になってしまうという問題があった。また
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、上記従来のパチンコ遊技機においては、蛇行状部より上流側のタンクレールが２列形成
されていることから、部品点数が増加してしまうとともに構成が複雑になってしまうとい
う問題もあった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、上下層を成して流下する遊技球を
所定部位で単層にすることができるとともに、払出装置の払出速度に容易に追従して遊技
球を流下させることができ、かつ、構成の複雑化を回避しつつ多量の遊技球を流下させる
ことができるパチンコ遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明は、遊技機の背面側に配設され、所定量の遊技球を収容し得る収容
タンクと、該収容タンクに接続され、当該収容タンク内の遊技球を１列に整列させつつ流
下させ得るタンクレールとを具備したパチンコ遊技機において、前記収容タンク内の遊技
球が前記タンクレールにて上下層を成して流下し得るよう構成されるとともに、当該タン
クレールは、互いに幅方向にオフセットして延設された上流側の第１延設部及び下流側の
第２延設部と、当該第１延設部及び第２延設部を連結させる連結部とを有して成り、前記
タンクレールのレール底面を前後に連なって流下する遊技球のうち下流側の遊技球が前記
連結部から前記第２延設部へ移動する際に上流側の遊技球との間において遊技機の幅方向
に対する速度差を生じさせて隙間を形成するとともに、前記タンクレールの底面を流下す
る遊技球の上層に位置する遊技球が当該隙間に入り込むことで上下層を成す遊技球を単層
とし得る構成とされ、更に、前記第１延設部の幅が前記連結部に向かって漸次小さくなる
よう構成され、且つ、前記第１延設部は、前記第２延設部がオフセットする側に位置する
一方の壁部と当該一方の壁部と対向した他方の壁部とを有し、これら一方の壁部と他方の
壁部との間で遊技球を流下させ得るとともに、前記一方の壁部を他方の壁部に向かって漸
次近接させた構成とされ、前記第２延設部の流路の幅寸法が前記第１延設部と前記収容タ
ンクとの境界部における流路の幅寸法より小さく設定されたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のパチンコ遊技機において、前記タンクレールに
は、遊技球の流路の上部に配設されて上層の遊技球と干渉して単層に均す手段を具備した
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は請求項２記載のパチンコ遊技機において、前記第
１延設部、連結部及び第２延設部に亘って遊技球が連なって流下する状態において、前記
連結部にある一の遊技球の前後の遊技球のうち直後の遊技球が前記第１延設部の延設方向
に流下するともに直前の遊技球が前記第２延設部の延設方向に流下するよう構成されたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３の何れか１つに記載のパチンコ遊技機において、
前記第１延設部は、その基端が前記収容タンクに接続されるとともに、前記第２延設部は
、その先端が遊技球を払い出すための払出装置における遊技球の導入口に接続可能とされ
たことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１、２の発明によれば、タンクレールは、互いに幅方向にオフセットして延設さ
れた上流側の第１延設部及び下流側の第２延設部と、当該第１延設部及び第２延設部を連
結させる連結部とを有して成り、第１延設部の幅が連結部に向かって漸次小さくなるよう
構成され、且つ、第２延設部の流路の幅寸法が第１延設部と収容タンクとの境界部におけ
る流路の幅寸法より小さく設定されたので、上下層を成して流下する遊技球を所定部位で
単層にすることができるとともに、払出装置の払出速度に容易に追従して遊技球を流下さ
せることができ、かつ、構成の複雑化を回避しつつ多量の遊技球を流下させることができ
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る。
【００１３】
　さらに、第１延設部は、第２延設部がオフセットする側に位置する一方の壁部と当該一
方の壁部と対向した他方の壁部とを有し、これら一方の壁部と他方の壁部との間で遊技球
を流下させ得るとともに、一方の壁部を他方の壁部に向かって漸次近接させたので、上下
層を成して流下する遊技球をより確実かつ円滑に単層にすることができる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、第１延設部、連結部及び第２延設部に亘って遊技球が連なっ
て流下する状態において、連結部にある一の遊技球の前後の遊技球のうち直後の遊技球が
第１延設部の延設方向に流下するともに直前の遊技球が第２延設部の延設方向に流下する
よう構成されたので、より確実かつ素早く上下層を成して流下する遊技球を単層とするこ
とができる。
【００１５】
　請求項４の発明によれば、第１延設部は、その基端が収容タンクに接続されるとともに
、第２延設部は、その先端が遊技球を払い出すための払出装置における遊技球の導入口に
接続可能とされたので、払出装置の導入口の位置を第１延設部と第２延設部とのオフセッ
ト寸法に応じた任意位置とすることができ、レイアウトの自由度を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機を示す斜視図
【図２】同パチンコ遊技機における収容タンク及びタンクレールを組み付ける前の状態を
示す斜視図
【図３】同パチンコ遊技機における収容タンク及びタンクレールを示す斜視図
【図４】同パチンコ遊技機における収容タンク及びタンクレールを示す平面図
【図５】図４におけるＶ－Ｖ線断面図
【図６】同パチンコ遊技機における収容タンク内の遊技球の流下経路を示す断面図
【図７】図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図
【図８】図６におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図
【図９】図６におけるＩＸ－ＩＸ線断面図
【図１０】図６におけるＸ－Ｘ線断面図
【図１１】同パチンコ遊技機における連結部の作用を示す模式図
【図１２】同パチンコ遊技機における第１延設部と連結部との接続部近傍を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機１は、図１に示すように、正面側に賞球を受け得る受
け皿２と、該受け皿２に収容された遊技球を打ち出すための操作ハンドル３と、遊技盤４
とを具備するとともに、背面側に払出装置５と、収容タンク６と、タンクレール７とが配
設されたものである。なお、パチンコ遊技機１は、ホールに固設された設置島に複数並設
されて、当該設置島から遊技球が補給されるもの、或いは遊技盤４に打ち出された遊技球
がその遊技機内で循環するものの何れであってもよい。
【００１８】
　しかるに、遊技盤４には、種々役物や複数の釘、或いは風車等が形成されているととも
に、遊技球が入賞可能な入賞口が種々形成されている。そして、かかる入賞口に遊技球が
入賞すると、払出装置５に払出信号を送信し得るようになっている。また、遊技盤４の略
中央には、液晶表示装置等から成る図柄表示手段（不図示）が配設されており、その画面
に所定の図柄や背景等を表示し得るようになっている。
【００１９】
　遊技時において始動条件が成立（例えば始動口に遊技球が入賞）したときに、当該図柄
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表示手段の画面に図柄を変動表示させ、特定の図柄が停止表示（例えば、複数の同一の図
柄が停止表示）されることにより「大当たり」状態として大入賞口を所定時間及びタイミ
ングで開口させ、多数の遊技球を獲得できるよう構成されている。なお、図柄表示手段に
おいては、図柄の変動表示に加え、所定の演出表示（例えば「大当たり状態」となる期待
度を示す演出等）を行わせ得るようになっている。
【００２０】
　収容タンク６は、所定量の遊技球を収容し得る収容部６ａが形成されたもので、パチン
コ遊技機１の背面側上部に配設されている。タンクレール７は、その基端７ａが収容タン
ク６に接続され、当該収容タンク６内の遊技球を１列に整列させつつ流下させ得るもので
あるとともに、その先端７ｂが払出装置５における遊技球の導入口５ａ（図２参照）に接
続可能とされている。本実施形態においては、これら収容タンク６とタンクレール７とが
一体部品とされており、図２に示すように、当該一体部品をパチンコ遊技機１の背面側上
部に組み付けるよう構成されている。
【００２１】
　払出装置５は、賞球としての遊技球を払い出すためのもので、導入口５ａを介してタン
クレール７から導入された遊技球を計数し、所定量の遊技球を受け皿２に払出可能とされ
ている。なお、払出装置５の内部には、モータ等の駆動源を具備して遊技球を払い出すた
めの払出機構が配設されており、当該駆動源の駆動により任意速度にて所定量の遊技機を
払出可能となっている。
【００２２】
　さらに、本実施形態に係る収容タンク６とタンクレール７との接続部（境界部）には、
図３～１０に示すように、収容タンク６内の遊技球をタンクレール７の下部に向かって案
内する第１案内部Ａと、収容タンク６内の遊技球をタンクレール７の上部に向かって案内
する第２案内部Ｂとを有しており、これら第１案内部Ａ及び第２案内部Ｂで案内された遊
技球がタンクレール７にて上下層（高さ方向に遊技球が重なった状態）を成して流下し得
るよう構成されている。
【００２３】
　より具体的には、第１案内部Ａは、図４～６に示すように、収容タンク６の収容部６ａ
に収容された遊技球をタンクレール７の底面に向かって遊技球を案内する傾斜面から成る
。かかる第１案内部Ａを構成する傾斜面は、タンクレール７の略延設方向（図６中左右方
向）に向かって滑らかに傾斜しつつ形成されており、収容タンク６内の遊技球をタンクレ
ール７の下部（底面側）に向かって案内し得るよう構成されている。
【００２４】
　また、第２案内部Ｂは、タンクレール７の側方縁部から当該タンクレール７に向かって
遊技球を案内する部位から成る。かかる第２案内部Ｂを構成する部位は、タンクレール７
の延設方向に対して略直交方向（図７中上下方向）に亘って形成された段部から成り、収
容タンク６内の遊技球をタンクレール７の上部に向かって案内し得るよう構成されている
。すなわち、図６～１０で示すように、収容タンク６内の遊技球は、第１案内部Ａにより
案内された遊技球の上部に第２案内部Ｂにて遊技球を案内し（図８、９参照）、流下する
遊技球が上下層を成すようになっているのである。
【００２５】
　上記の如き構成を有することにより、図６に示すように、収容タンク６内で遊技球がタ
ンクレール７の底面に向かって流下する第１流下経路αと、該第１流下経路αを経てタン
クレール７を流下する遊技球の上部側に向かって当該収容タンク６内で遊技球が流下する
第２流下経路βとを有するもの（言い換えるならば、収容タンク６内で第１流下経路αと
第２流下経路βとが形成されることにより、タンクレール７において遊技球が上下層を成
して流下し得るもの）とされている。
【００２６】
　ここで、本実施形態にかかるタンクレール７は、互いに幅方向（図６中上下方向）にオ
フセットして延設された上流側の第１延設部８ａ及び下流側の第２延設部８ｂと、当該第
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１延設部８ａ及び第２延設部８ｂを連結させる連結部８ｃとを有して成る。すなわち、第
１延設部８ａ、連結部８ｃ及び第２延設部８ｂに亘って遊技球が連なって流下する状態に
おいて、図１１に示すように、連結部８ｃにある一の遊技球ｔ２の前後の遊技球のうち直
後の遊技球ｔ３が第１延設部８ａの延設方向（同図中ａ方向）に流下するともに直前の遊
技球ｔ１が第２延設部８ｂの延設方向（同図中ｂ方向）に流下するよう構成されているの
である。
【００２７】
　しかして、遊技球ｔ２は、図１１中ｃ方向に流下するので、当該遊技球ｔ２の流下速度
（それに続く遊技球ｔ３も同一の流下速度に抑えられる）は、遊技球ｔ１の流下速度と比
べて相対的に低くなる。したがって、遊技球ｔ２、ｔ３に比べて遊技球ｔ１の方が流下速
度が高くなり、遊技球ｔ１とｔ２の間に隙間が生じることとなるので、その隙間に上層の
遊技球が落下して単層（高さ方向に遊技球が重なっていない状態）とすることができる。
【００２８】
　さらに、本実施形態においては、第１延設部８ａの幅が連結部８ｃに向かって漸次小さ
くなる（連続的に次第に幅が縮小する）よう構成されている。具体的には、図１２に示す
ように、第１延設部８ａは、第２延設部８ｂがオフセットする側（同図中下側）に位置す
る一方の壁部８ａａと当該一方の壁部８ａａと対向した他方の壁部８ａｂとを有し、これ
ら一方の壁部８ａａと他方の壁部８ａｂとの間で遊技球を流下させ得るとともに、一方の
壁部８ａａを他方の壁部８ａｂに向かって漸次近接させた形状とすることにより、第１延
設部８ａの幅が連結部８ｃに向かって漸次小さくなるよう構成されている。
【００２９】
　すなわち、第１延設部８ａにおける上流側（タンクレール７の基端８ａ側）の寸法Ｈ１
は、下流側（連結部８ｃとの境界部）の寸法Ｈ２より大きくなっており、当該第１延設部
８ａの遊技球の流路が連続的に狭められるので、遊技球を噛み込みを防止しつつ連結部８
ｃ側に流下させることができ、当該連結部８ｃにてより円滑に単層にさせることができる
のである。また、一方の壁部８ａａを他方の壁部８ａｂに向かって漸次近接させた形状と
することにより、第１延設部８ａから連結部８ｃに導入される遊技球の速度と当該連結部
８ｃから第２延設部８ｂに導出される遊技球の速度との速度差をより大きくして、上下層
を成す遊技球をより一層円滑に単層にすることができる。
【００３０】
　上記実施形態によれば、収容タンク６内の遊技球がタンクレール７にて上下層を成して
流下し得るよう構成されるとともに、当該タンクレール７は、互いにオフセットして延設
された上流側の第１延設部８ａ及び下流側の第２延設部８ｂと、当該第１延設部８ａ及び
第２延設部８ｂを連結させる連結部８ｃとを有して成り、第１延設部８ａの幅が連結部８
ｃに向かって漸次小さくなるよう構成されたので、上下層を成して流下する遊技球を所定
部位（第２延設部８ｂと連結部８ｃとの連結部近傍）で単層にすることができるとともに
、払出装置５の払出速度に容易に追従して遊技球を流下させることができ、かつ、構成の
複雑化を回避しつつ多量の遊技球を流下させることができる。
【００３１】
　また、第１延設部８ａは、第２延設部８ｂがオフセットする側に位置する一方の壁部８
ａａと当該一方の壁部８ａａと対向した他方の壁部８ａｂとを有し、これら一方の壁部８
ａａと他方の壁部８ａｂとの間で遊技球を流下させ得るとともに、一方の壁部８ａａを他
方の壁部８ａｂに向かって漸次近接させたので、上下層を成して流下する遊技球をより確
実かつ円滑に単層にすることができる。
【００３２】
　さらに、収容タンク６内の遊技球がタンクレール７にて上下層を成して流下し得るよう
構成されるとともに、当該タンクレール７は、互いにオフセットして延設された上流側の
第１延設部８ａ及び下流側の第２延設部８ｂと、当該第１延設部８ａ及び第２延設部８ｂ
を連結させる連結部８ｃとを有して成るので、上下層を成して流下する遊技球を所定部位
（第２延設部８ｂと連結部８ｃとの連結部近傍）で単層にすることができるとともに、払
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出装置５の払出速度に容易に追従して遊技球を流下させることができる。
【００３３】
　加えて、第１延設部８ａ、連結部８ｃ及び第２延設部８ｂに亘って遊技球が連なって流
下する状態において、連結部８ｃにある一の遊技球の前後の遊技球のうち直後の遊技球が
第１延設部８ａの延設方向に流下するともに直前の遊技球ｔ１が第２延設部８ｂの延設方
向に流下するよう構成されたので、より確実かつ素早く上下層を成して流下する遊技球を
単層とすることができる。
【００３４】
　また、第１延設部８ａは、その基端（タンクレール７の基端７ａ）が収容タンク６に接
続されるとともに、第２延設部８ｂは、その先端（タンクレール７の先端７ｂ）が遊技球
を払い出すための払出装置５における遊技球の導入口５ａに接続可能とされたので、払出
装置５の導入口５ａの位置を第１延設部８ａと第２延設部８ｂとのオフセット寸法に応じ
た任意位置とすることができ、レイアウトの自由度を向上させることができる。
【００３５】
　なお、遊技球がタンクレール７にて上下層を成して流下し得るよう構成されたので、タ
ンクレール７の小型化及び簡素化を図ることができるとともに、払出装置５の払出速度に
容易に追従して遊技球を流下させることができる。また、収容タンク６内で遊技球がタン
クレール７の底面に向かって流下する第１流下経路αと、該第１流下経路αを経てタンク
レール７を流下する遊技球の上部側に向かって当該収容タンク６内で遊技球が流下する第
２流下経路βとを有するので、タンクレール７の小型化及び簡素化を図ることができると
ともに、払出装置５の払出速度に容易に追従して遊技球を流下させることができる。
【００３６】
　さらに、収容タンク６内の遊技球をタンクレール７の下部に向かって案内する第１案内
部Ａと、収容タンク６内の遊技球をタンクレール７の上部に向かって案内する第２案内部
Ｂとを備え、当該第１案内部Ａ及び第２案内部Ｂで案内された遊技球がタンクレール７に
て上下層を成して流下し得るよう構成されたので、より確実に上下層を成して遊技球を流
下させることができる。またさらに、第１案内部Ａは、タンクレール７の底面に向かって
遊技球を案内する傾斜面から成るとともに、第２案内部Ｂは、タンクレール７の側方縁部
から当該タンクレール７に向かって遊技球を案内する部位から成るので、より簡易な構成
にて遊技球が上下層を成すようにすることができる。
【００３７】
　以上、本実施形態について説明したが本発明はこれらに限定されるものではなく、例え
ば連結部８ｃに加えて、上下層を成して流下する遊技球を崩して単層とし得る他の手段（
例えば、流路の上部で上層の遊技球と干渉して均す手段等）をタンクレール７に配設する
ようにしてもよい。なお、上下層を成す遊技球は、上下２層に限らず上下方向に対して３
層以上の複数層であってもよい。また、タンクレール７に連結部８ｃと第１延設部８ａ及
び第２延設部８ｂは、本実施形態の如く一体であってもよく、別体のものを接続させたも
のとしてもよい。なお、連結部８ｃは、直線状の流路であってもよく所定の曲率を有して
屈曲した湾曲形状の流路であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　収容タンク内の遊技球がタンクレールにて上下層を成して流下し得るよう構成されると
ともに、当該タンクレールは、互いに幅方向にオフセットして延設された上流側の第１延
設部及び下流側の第２延設部と、当該第１延設部及び第２延設部を連結させる連結部とを
有して成り、タンクレールのレール底面を前後に連なって流下する遊技球のうち下流側の
遊技球が連結部から第２延設部へ移動する際に上流側の遊技球との間において遊技機の幅
方向に対する速度差を生じさせて隙間を形成するとともに、タンクレールの底面を流下す
る遊技球の上層に位置する遊技球が当該隙間に入り込むことで上下層を成す遊技球を単層
とし得る構成とされ、更に、第１延設部の幅が前記連結部に向かって漸次小さくなるよう
構成され、且つ、第１延設部は、第２延設部がオフセットする側に位置する一方の壁部と
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当該一方の壁部と対向した他方の壁部とを有し、これら一方の壁部と他方の壁部との間で
遊技球を流下させ得るとともに、一方の壁部を他方の壁部に向かって漸次近接させた構成
とされ、第２延設部の流路の幅寸法が第１延設部と収容タンクとの境界部における流路の
幅寸法より小さく設定されたパチンコ遊技機であれば、外観形状が異なるもの或いは他の
機能が付加されたもの等に適用してもよい。
【符号の説明】
【００３９】
１　パチンコ遊技機
２　受け皿
３　操作ハンドル
４　遊技盤
５　払出装置
５ａ　導入口
６　収容タンク
７　タンクレール
８ａ　第１延設部
８ｂ　第２延設部
８ｃ　連結部
α　第１流下経路
β　第２流下経路
Ａ　第１案内部
Ｂ　第２案内部

【図１】 【図２】



(9) JP 5583803 B2 2014.9.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(10) JP 5583803 B2 2014.9.3

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(11) JP 5583803 B2 2014.9.3

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－１６１２６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６７３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１２４６１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２０４９３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２６４２６０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

